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鎮痛・抗炎症・解熱剤 

 
 （ ロキソプロフェンナトリウム水和物製剤） 

「劇薬」 指定解除のご案内 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび「薬事法施行規則の一部を改正する省令（平成22年1月20日付 厚生労働省令第6号）」の

施行に伴い、標記製品の「劇薬」指定が解除されました。これに伴い、標記製品の添付文書、印刷箱の表示を

変更致しましたので、ご案内申し上げます。 

今後ともお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

記 

１．変更内容 

（１）添付文書の規制区分より「劇薬」の表示を削除致しました。 

また、平成 21 年 6 月 1 日より施行された「薬事法の一部を改正する法律（平成 18 年 6 月 14 日付     

法律第69号）」に基づき、規制区分「指定医薬品」も併せて削除致しました。 

 

（２）印刷箱の製品名の表記を以下のように変更致しました。また、規制区分より「劇薬」の表示を削除致

しました。 

 変更前 変更後 

製品名 

表記  

白地に赤枠・赤字、「劇」表示 白地に濃紺字 

 
２．変更品出荷予定 

包装 変更前最終ロット番号 切換ロット番号 弊社出荷予定 

100錠 

（10錠×10） 
２８９１２ ２８００２ 2010年4月上旬 

1,000錠 

（10錠×100） 
２８９１２ ２８００２ 2010年3月下旬 

※平成22年1月20日以降もしばらくの間、現行の「劇薬」表示品が流通致しますが、「劇薬」としての

取扱いは不要となります。 

なお、当該変更品の出荷時期に関しては、多少変動することもあるかと存じますが、何卒、ご了承    

くださいますようお願い申し上げます。 

                                               以上 
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